（ 校区外 ・ 区域外 ） 就学許可申請書

令和　　  年　　  月　　  日
安芸市教育委員会　様
保護者（自署）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

学校教育法施行令第8条又は第9条の規定により、安芸市立の学校に校区外・区域外からの就学を希望するため、次のとおり申請します。なお、許可を受けるにあたり、次のことを誓約します。
1　通学については、保護者が一切の責任をもち、安全な方法で対応します。
2　申請事由が消滅又は変更となった場合は、教育委員会に報告し、指示に従います。
	フ　リ　ガ　ナ
児童・生徒  氏 名
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	生年月日
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	住 民 票 の 住 所
	〒

	現 　　　住 　　　所
	〒

	就学を希望する学校
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3　就学期間中に学区の変更等が生じた場合は、教育委員会の指示に従います。
	１．許可　　　　２．不許可
	許可条件
	

	教育長
	次長
	課長
	係長
	係
	備　　考
	

	

	
	
	
	

	
	


裏面を参考にご記入ください

校区外・区域外からの通学について

[bookmark: _GoBack]特別な事情により、指定校以外の小・中学校への通学を希望する場合には、校区外・区域外就学許可申請書の提出が必要になります。下の表を参考にして安芸市教育委員会までお申し出ください。

	
	申　立　事　由
	許　可　条　件
	許可期間

	１
	学期中途での転居を理由とするもの
	転居の日を基準日とする。
	学年末まで

	２
	最終学年中途での転居を理由とするもの
	小学校または中学校の最終学年に在学する者に限る。
	卒業まで

	３
	保護者の帰宅時間を理由とするもの
	保護者が共働き等のため、保護者の就業地または祖父母の居住地にかかる指定校へ就学を希望する場合。
	卒業まで

	４
	転居予定を理由とするもの
	転居先および転居時期が概ね確認できるときに限る。
	転居予定日または１、２の例

	５
	心身の事情を理由とするもの
	児童または生徒の心身の事情またはいじめや登校拒否の実態が指定校の変更により解決できる場合。
	卒業まで

	６
	通学距離を理由とするもの
	指定学校より希望する学校が小学校にあっては概ね0.5㎞以上、中学校にあっては概ね1.0㎞以上近距離であること。
	卒業まで

	７
	交通機関の有無を理由とするもの
	通学距離が概ね２㎞以上の地区における登下校時の交通機関の有無　（原則として徒歩通学指導。許可地区は自転車通学指導。）
	卒業まで

	８
	自治活動区域の相違を理由とするもの
	従来から指定学校の区域と自治活動や子供会活動がなされている区域。
	卒業まで

	９
	転校に伴う経済的負担を理由とするもの
	著しく生活困窮状態にある場合。
	卒業まで

	10
	上記以外に特別な事情がある場合
	教育委員会が必要と認める、特別な事情がある場合。
	必要な期間



